
校長 大森 康充 

人権週間によせて 
 
１９４８年の１２月１０日、国連の総会において、全ての人民と全ての国とが達成すべき共

通の基準として、「世界人権宣言」が採択されました。採択日である１２月１０日は、「人権デ

ー」と定められています。日本においては、１２月４日から１０日が、法務省により「人権週

間」と定められ、これまで様々な啓発活動が行われてきました。 

しかしながら、現在においても、いじめや虐待、性被害等の子どもの人権問題、インターネ

ット上の人権侵害、障がいのある人や外国人、性的マイノリティ等に対する偏見や差別、部落

差別（同和問題）、ハンセン病問題といった多様な人権問題が依然として存在していると言われ

ています。最近、本校においても、障がいのある人や外国にルーツを持つ人達の心を傷つける

ような言動が子ども達の間で聞かれたことがありました。子ども達には、誰であってもその人

の人権を侵害するようなことは絶対にあってはならないということを強く伝えました。また、

道徳をはじめ、普段の学校生活の様々な場面で、人権を守ることの大切さを子ども達に伝えて

いくことがとても重要であると、あらためて感じました。 

法務省も、これらの問題の解決には、私たち一人ひとりが様々な人権問題を、自分以外の「誰

か」のことではなく、自分のこととして捉え、互いの人権を尊重し合うことの大切さについて、

認識を深めることが不可欠であると述べています。 

本校では、１２月２日～６日を校内人権週間とし、この期間、子ども達は友達の良いところ

をみつけ、お互いに紹介し合う活動に取り組みます。この取組をとおして、子ども達には人権

意識や自己肯定感を高めていってほしいと考えています。また、人権週間以外においても、い

じめについてはその積極的認知に努め、軽微ないじめも見逃さないようにするとともに、いじ

めを発見した際には毅然と対応してまいります。 

学校では、様々な個性を持った子ども達が共に活動しています。一人ひとりが自分らしさを

大切にするとともに、お互いを尊重し合い、安心して仲良く楽しく過ごすことのできる学校づ

くりを進めていきたいと考えております。保護者・地域の皆様におかれましても、ご理解とご

協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

学力の向上に向けた取組  
本校ではお昼休みと５校時の間に１０分間の学習タイムを設定しており、それぞれの学年に

応じた課題に毎日取り組んでいます。また、月に一度「わかば西検定」を実施し（計算と漢字

を交互に実施）、学習タイムの成果を確かめています。学力を支える基礎基本の力が不足すると、

学習意欲の低下にもつながりかねません。「継続は力なり」と言われますが、すぐに結果が出な

くても粘り強く取り組む態度を身につけてほしいと考えています。また、１２月６日に実施さ

れるあまっ子ステップ・アップ調査においても、このような日頃の取組の成果がじゅうぶんに

発揮されることを願っています。 

 

 

 

  

２日（月）朝会、人権週間（～６日（金）） 

     なわとび検定（～４日（水）） 

３日（火）放課後学習 

４日（水）５校時まで 

     アウトリーチ事業（６年、３,４校時） 

５日（木）口座振替（１１・１２月分） 

６日（金）あまっ子ステップ・アップ調査 

９日（月）給食集会、給食週間（～１３日（金）） 

      個人懇談 

１３:３０下校 

      （～１３日（金）まで） 

１１日（水）現金集金日 

１７日（火）放課後学習 

１８日（水）生活習慣病予防出前授業 

   （６年、３,４校時） 

   わかば西検定 

１９日（木）１３：４０下校 

２０日（金）給食最終日、１３：４０下校 

２３日（月）１２:４０下校 

２４日（火）１２:４０下校 

２５日（水）終業式・大掃除 

１２:１０下校 

２６日（木）冬季休業日（１月７日（火）まで） 

【１月の主な予定】 

８日（水）始業式・大掃除、１２：１０下校 

９日（木）給食開始 

１４日（火）書き初め展（～１７日（金）） 

１５日（水）月曜校時 

１７日（金）オープンスクール 

１. １７は忘れない地域防災訓練 

２０日（月）保健集会、劇団四季鑑賞（６年） 

２２日（水）クラブ活動 

２４日（金）情報モラル講話、わかば西検定 

２８日（火）社会見学（４年） 

２９日（水）委員会・代表委員会 

※毎週月曜日は定時退勤日となっています。 
※わかば西小の学校 HP では学校だよりをカラーでご覧いただけます。  

                                                            令和６年１１月２９日  

                               尼崎市立わかば西小学校 

                                              

学校だより
コミュニティ・スクール 

（学校運営協議会制度）について 
 
文部科学省の指導のもと、学校と

地域が力を合わせて学校運営に取り

組むことが可能となる「地域ととも

にある学校（コミュニティ・スクー

ル）」の導入が進められています。尼

崎市においては、令和６年度中に市

内全ての小学校で導入されることに

なっています。本校におきましても、

めざす学校像のひとつとして掲げて

おります「地域に親しまれ、ともに協

働する学校」の実現を一層図ってい

くためにも、この度コミュニティ・ス

クール（学校運営協議会制度）を導入

することといたしました。なお、学校

運営協議会の委員は、地域学校協働

活動のコーディネーターさんや昨年

度までの学校評議員さんなどの地域

の方々、ＰＴＡ会長、学校管理職で構

成され、第１回目の学校運営協議会

を１７日（火）に行います。 

 
学校だよりはわかば西 

小学校ホームページにて 

カラーでご覧いただけます。 

 

【重要】１～５年生の保護者様へ 

～ゆうちょ銀行口座開設のお願い～ 

９月２７日付のお知らせ文書に

て、来年度から学校諸費引落用金融

機関がゆうちょ銀行に変更となる

旨、お知らせいたしました。このこと

にともない、ゆうちょ銀行の口座を

お持ちでないご家庭は、１２月末ま

でに口座を開設していただくようお

願いしておりましたが、もう開設は

お済みでしょうか？なお、近日中に

自動払込利用申込書（口座振替申込

書）のご提出をお願いするお知らせ

文書を配布いたしますので、ご対応

のほどよろしくお願いいたします。 
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